
物置の設置をご検討中の方へ

物置の設置は原則確認申請が必要です！

建築物には、建築基準法という法律の規定があり、その規定を守って設置する
必要があります。

そのため、場所（用途地域等）によっては設置ができなかったり、確認申請の
要否が異なります。

このリーフレットでは、物置を設置する場合に主に注意していただきたい点や
必要な手続きについて、ご案内いたします。

１ 物置って建築物なの？

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものは建築物となります。

随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途として使用する物置は、土地への定

着性が確認できるものとして、建築物として取り扱います。

ただし、一定規模以下の「小規模な倉庫」については、外部から荷物の出し入れを行うことができ、か

つ、内部に人が立ち入らないことから、建築物に該当しないものとして取り扱います。

※「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて」（市HP） ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

２ 建築物である物置を設置するために必要なことは？

（１）建築基準法に適合した計画としましょう。

建ぺい率や容積率、構造の規定など、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

また、次の場所については建築物のない敷地に単独で物置を設置することはできません。

・用途地域が第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域のい

ずれかの地域

・地区計画や建築協定によって設置できない区域

・市街化調整区域（農業用施設を除く）

※「さがみはら地図情報」（市HP）でお調べいただけます。 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

（２）物置の設置前に確認申請を行いましょう。

物置の設置が適法な計画なのかをチェックするため、

確認申請を行い、確認済証を取得する必要があります。

ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で床面積

の合計（２個以上設置する場合はその合計）が10㎡以

内の増築の場合は、申請不要です。

新築の場合は床面積の合計が10㎡以内でも申請が必

要となりますのでご注意ください。

（３）物置を設置後は完了検査を行いましょう。

工事の完了後には、完了検査を受ける必要があり、法に適合している場合は検査済証が交付されます。

自宅の敷地に物置を
設置する
⇒ 増築

建築物のない空き地
に物置を設置する
⇒ 新築

増築と新築の例



物置の大きさは、

①奥行が １ｍ以下 かつ

②高さが ２.３ｍ以下 かつ

③床面積が ２㎡以内 で、

その他、市の取扱いに適合していますか？

３ ご計画の物置について調べてみましょう。

ご計画の物置が設置できるのかや確認申請が必要か否かについて、下図のフローチャートで

調べてみてください。

ご不明な点につきましては、右下のお問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

※ 設置する場所によっては、管理者の許可が必要な場合もあります。

はい いいえ

建築物には該当せず、
物置の設置ができます。
適切な転倒防止措置に
努めてください。

建築物の附属倉庫（戸建て住宅の物置など）
として設置しますか？

建築物となる物置の設
置はできません。
※２

建築物の確認申請が必
要です。
建築士に相談してくだ
さい。
※１

建築物ですが確認申請
は不要です。
建築士に相談し、適切
に設置をしてください。
※１

設置場所は
防火地域または準防火地域ですか？

奥行
1ｍ以下

高さ
2.3ｍ以下

床面積
2㎡以内

はい

はい

はい

いいえ

いいえ
いいえ

お問い合わせ

相模原市都市建設局まちづくり推進部建築審査課

電話 042-769-8255

令和8年1月作成

床面積が10㎡以内の増築ですか？

はいいいえ

設置場所の用途地域は
次のいずれかに該当しますか？
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・地区計画や建築協定で単独倉庫の

設置ができない区域

※１ 市街化調整区域の場合は開発調整課(042-769-8251)
にご相談ください。

※２ 自治会等の防災備蓄倉庫については設置できる場合も
ありますので、建築審査課にご相談ください。


